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【平成28年7月 地域協議会資料】 

○南相馬市スポーツ施設条例（抜粋） 

 

（名称及び位置） 

第２条 スポーツ施設の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 

 

（開館時間等） 

第14条 スポーツ施設の開館時間又は開場時間は、別表第２のとおりとする。ただし、指定

管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。 

 

（利用料金の納付等） 

第21条 利用者は、指定管理者に対し、利用料金を納付しなければならない。 

２ 利用料金は、別表第３に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の

承認を得て定めるものとする。 

３ 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認める場合は、後納

とすることができる。 

 

別表第１（第２条関係） 

 名称 位置 

小高体育センター 南相馬市小高区関場一丁目77番地 

小高東部運動場 南相馬市小高区蛯沢字藤沼50番地の１ 

小高中部運動場 南相馬市小高区関場二丁目29番地 

小高西部運動場 南相馬市小高区飯崎字北原51番地 

小高片草運動場 南相馬市小高区片草字南原46番地の１ 

鹿島体育館 南相馬市鹿島区横手字川原186番地の１ 

千倉体育館 南相馬市鹿島区鹿島字北千倉20番地 

前川原体育館 南相馬市鹿島区角川原字前川原69番地の１ 

千倉グラウンド 南相馬市鹿島区鹿島字北千倉24番地の１ 

前川原グラウンド 南相馬市鹿島区角川原字前川原69番地の１ 
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千倉テニスコート 南相馬市鹿島区鹿島字北千倉24番地の１ 

みちのく鹿島球場 南相馬市鹿島区南右田字榎内146番地の１ 

雲雀ケ原陸上競技場 南相馬市原町区中太田字天狗田96番地 

夜の森公園テニスコート 南相馬市原町区三島町一丁目88番地 

南相馬市テニスコート 南相馬市原町区高見町一丁目５番地 

南相馬市弓道場 南相馬市原町区三島町一丁目67番地の１ 

南相馬市野球場 南相馬市原町区桜井町二丁目166番地 

南相馬市民プール 南相馬市原町区桜井町二丁目166番地 

南相馬屋内市民プール 南相馬市原町区小川町553番地の１ 

小川町体育館 南相馬市原町区小川町322番地の１ 

南相馬市サッカー場 南相馬市原町区高見町一丁目５番地 

北新田運動場 南相馬市原町区北新田字諏訪231番地の１ 

北新田野球場 南相馬市原町区北新田字諏訪231番地の３ 

南相馬市相撲場 南相馬市原町区桜井町二丁目333番地 

栄町柔剣道場 南相馬市原町区栄町二丁目42番地 

 

別表第２（第14条関係） 

施設区分 開館時間又は開場時間 

１ 小高体育センター、小高東部運動場、

小高片草運動場（テニスコート）、鹿島

体育館、千倉体育館、前川原体育館、千

倉グラウンド、千倉テニスコート、南相

馬市テニスコート、南相馬市弓道場、南

相馬市野球場、小川町体育館、南相馬市

相撲場及び栄町柔剣道場 

午前９時から午後９時まで 

２ 南相馬市民プール及び南相馬屋内市民

プール 

午前９時30分から午後８時まで 

３ 上欄に掲げる施設以外の施設 午前９時から午後５時まで 
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別表第３（第21条関係） 

１ 基本施設利用料金 

施設 区分 単位 利用料金 

（単位：円） 

小高体育

センター 

競技場全面

貸切り利用 

非営利目

的の場合 

体育競技を目的と

する場合 

市内 １時間 1,140 

市外 １時間 1,710 

体育競技以外を目

的とする場合 

市内 １時間 2,280 

市外 １時間 2,850 

営利目的の場合 １時間 3,990 

競技場半面

貸切り利用 

非営利目

的の場合 

体育競技を目的と

する場合 

市内 １時間 570 

市外 １時間 850 

体育競技以外を目

的とする場合 

市内 １時間 1,140 

市外 １時間 1,420 

営利目的の場合 １時間 1,990 

個人利用 

（１回券） 

大人 １回 100 

高校生 １回 50 

小中学生 １回 20 

個人利用 

（回数券） 

大人 12回 1,000 

高校生 12回 500 

小中学生 12回 200 

小高東部

運動場 

全面貸切り

利用 

非営利目

的の場合 

体育競技を目的と

する場合 

市内 １時間 無料 

市外 １時間 630 

体育競技以外を目

的とする場合 

市内 １時間 無料 

市外 １時間 1,050 

営利目的の場合 １時間 1,470 

小高中部

運動場 

全面貸切り

利用 

非営利目

的の場合 

体育競技を目的と

する場合 

市内 １時間 無料 

市外 １時間 630 

体育競技以外を目

的とする場合 

市内 １時間 無料 

市外 １時間 1,050 
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営利目的の場合 １時間 1,470 

小高西部

運動場 

全面貸切り

利用 

非営利目

的の場合 

体育競技を目的と

する場合 

市内 １時間 無料 

市外 １時間 630 

体育競技以外を目

的とする場合 

市内 １時間 無料 

市外 １時間 1,050 

営利目的の場合 １時間 1,470 

小高片草

運 動 場

（ 運 動

場） 

全面貸切り

利用 

非営利目

的の場合 

体育競技を目的と

する場合 

市内 １時間 無料 

市外 １時間 630 

体育競技以外を目

的とする場合 

市内 １時間 無料 

市外 １時間 1,050 

営利目的の場合 １時間 1,470 

小高片草

運 動 場

（テニス

コート） 

１面貸切り

利用 

非営利目的の場合 市内 １時間 1,050 

市外 １時間 1,570 

営利目的の場合 １時間 3,670 

個人利用 

（１回券） 

大人 １回 200 

高校生 １回 100 

小中学生 １回 50 

個人利用 

（回数券） 

大人 12回 2,000 

高校生 12回 1,000 

小中学生 12回 500 

個人利用 

（年間利用

券） 

大人 年間 6,000 

高校生 年間 3,000 

小中学生 年間 1,500 

鹿島体育

館 

競技場全面

貸切り利用 

非営利目

的の場合 

体育競技を目的と

する場合 

市内 １時間 1,140 

市外 １時間 1,710 

体育競技以外を目

的とする場合 

市内 １時間 2,280 

市外 １時間 2,850 

営利目的の場合 １時間 3,990 

競技場半面 非営利目 体育競技を目的と 市内 １時間 570 
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貸切り利用 的の場合 する場合 市外 １時間 850 

体育競技以外を目

的とする場合 

市内 １時間 1,140 

市外 １時間 1,420 

営利目的の場合 １時間 1,990 

個人利用（１

回券） 

大人 １回 100 

高校生 １回 50 

小中学生 １回 20 

個人利用（回

数券） 

大人 12回 1,000 

高校生 12回 500 

小中学生 12回 200 

多目的ホー

ル１区画貸

切り利用 

非営利目

的の場合 

体育競技を目的と

する場合 

市内 １時間 210 

市外 １時間 310 

体育競技以外を目

的とする場合 

市内 １時間 420 

市外 １時間 520 

営利目的の場合 １時間 730 

千倉体育

館 

競技場全面

貸切り利用 

非営利目

的の場合 

体育競技を目的と

する場合 

市内 １時間 1,140 

市外 １時間 1,710 

体育競技以外を目

的とする場合 

市内 １時間 2,280 

市外 １時間 2,850 

営利目的の場合 １時間 3,990 

競技場半面

貸切り利用 

非営利目

的の場合 

体育競技を目的と

する場合 

市内 １時間 570 

市外 １時間 850 

体育競技以外を目

的とする場合 

市内 １時間 1,140 

市外 １時間 1,420 

営利目的の場合 １時間 1,990 

個人利用 

（１回券） 

大人 １回 100 

高校生 １回 50 

小中学生 １回 20 

個人利用 大人 12回 1,000 
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（回数券） 高校生 12回 500 

小中学生 12回 200 

前川原体

育館 

競技場全面

貸切り利用 

非営利目

的の場合 

体育競技を目的と

する場合 

市内 １時間 1,140 

市外 １時間 1,710 

体育競技以外を目

的とする場合 

市内 １時間 2,280 

市外 １時間 2,850 

営利目的の場合 １時間 3,990 

競技場半面

貸切り利用 

非営利目

的の場合 

体育競技を目的と

する場合 

市内 １時間 570 

市外 １時間 850 

体育競技以外を目

的とする場合 

市内 １時間 1,140 

市外 １時間 1,420 

営利目的の場合 １時間 1,990 

個人利用 

（１回券） 

大人 １回 100 

高校生 １回 50 

小中学生 １回 20 

個人利用 

（回数券） 

大人 12回 1,000 

高校生 12回 500 

小中学生 12回 200 

千倉グラ

ウンド 

全面貸切り

利用 

非営利目

的の場合 

体育競技を目的と

する場合 

市内 １時間 無料 

市外 １時間 630 

体育競技以外を目

的とする場合 

市内 １時間 無料 

市外 １時間 1,050 

営利目的の場合 １時間 1,470 

前川原グ

ラウンド 

全面貸切り

利用 

非営利目

的の場合 

体育競技を目的と

する場合 

市内 １時間 無料 

市外 １時間 630 

体育競技以外を目

的とする場合 

市内 １時間 無料 

市外 １時間 1,050 

営利目的の場合 １時間 1,470 

千倉テニ １面貸切り 非営利目的の場合 市内 １時間 1,050 
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スコート 利用 市外 １時間 1,570 

営利目的の場合 １時間 3,670 

個人利用 

（１回券） 

大人 １回 200 

高校生 １回 100 

小中学生 １回 50 

個人利用 

（回数券） 

大人 12回 2,000 

高校生 12回 1,000 

小中学生 12回 500 

個人利用 

（年間利用

券） 

大人 年間 6,000 

高校生 年間 3,000 

小中学生 年間 1,500 

みちのく

鹿島球場 

全面貸切り

利用 

非営利目

的の場合 

体育競技を目的と

する場合 

市内 １時間 700 

市外 １時間 1,050 

体育競技以外を目

的とする場合 

市内 １時間 1,400 

市外 １時間 1,750 

営利目的の場合 １時間 2,450 

雲雀ケ原

陸上競技

場 

全面貸切り

利用 

非営利目

的の場合 

体育競技を目的と

する場合 

市内 １時間 520 

市外 １時間 780 

体育競技以外を目

的とする場合 

市内 １時間 1,040 

市外 １時間 1,300 

営利目的の場合 １時間 1,820 

個人利用 

（１回券） 

大人 １回 100 

高校生 １回 50 

小中学生 １回 20 

個人利用 

（回数券） 

大人 12回 1,000 

高校生 12回 500 

小中学生 12回 200 

個人利用 

（年間利用

大人 年間 3,000 

高校生 年間 1,500 
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券） 小中学生 年間 600 

夜の森公

園テニス

コート 

１面貸切り

利用 

非営利目的の場合 市内 １時間 260 

市外 １時間 390 

営利目的の場合 １時間 910 

個人利用 

（１回券） 

大人 １回 100 

高校生 １回 50 

小中学生 １回 20 

個人利用 

（回数券） 

大人 12回 1,000 

高校生 12回 500 

小中学生 12回 200 

個人利用 

（年間利用

券） 

大人 年間 3,000 

高校生 年間 1,500 

小中学生 年間 600 

南相馬市

テニスコ

ート 

１面貸切り

利用 

非営利目的の場合 市内 １時間 1,050 

市外 １時間 1,570 

営利目的の場合 １時間 3,670 

個人利用 

（１回券） 

大人 １回 200 

高校生 １回 100 

小中学生 １回 50 

個人利用 

（回数券） 

大人 12回 2,000 

高校生 12回 1,000 

小中学生 12回 500 

個人利用 

（年間利用

券） 

大人 年間 6,000 

高校生 年間 3,000 

小中学生 年間 1,500 

南相馬市

弓道場 

全面貸切り

利用 

非営利目的の場合 市内 １時間 520 

市外 １時間 780 

営利目的の場合 １時間 1,820 

個人利用 大人 １回 100 
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（１回券） 高校生 １回 50 

小中学生 １回 20 

個人利用 

（回数券） 

大人 12回 1,000 

高校生 12回 500 

小中学生 12回 200 

個人利用 

（年間利用

券） 

大人 年間 3,000 

高校生 年間 1,500 

小中学生 年間 600 

南相馬市

野球場 

全面貸切り

利用 

非営利目

的の場合 

体育競技を目的と

する場合 

市内 １時間 520 

市外 １時間 780 

体育競技以外を目

的とする場合 

市内 １時間 1,040 

市外 １時間 1,300 

営利目的の場合 １時間 1,820 

南相馬市

民プール 

全面貸切り

利用 

非営利目的の場合 市内 １時間 2,100 

市外 １時間 3,150 

営利目的の場合 １時間 7,350 

一部貸切り

利用 

非営利目的の場合 市内 １時間 1,050 

市外 １時間 1,570 

営利目的の場合 １時間 3,670 

個人利用 

（１回券） 

大人 １回 100 

高校生 １回 50 

小中学生 １回 30 

個人利用 

（回数券） 

大人 12回 1,000 

高校生 12回 500 

小中学生 12回 300 

南相馬屋

内市民プ

ール 

全面貸切り

利用 

非営利目的の場合 市内 １時間 6,300 

市外 １時間 9,450 

営利目的の場合 １時間 22,050 

一部貸切り 非営利目的の場合 市内 １時間 3,150 
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利用 市外 １時間 4,710 

営利目的の場合 １時間 11,010 

個人利用 

（１回券） 

大人 １回 500 

高校生 １回 200 

小中学生 １回 100 

個人利用 

（回数券） 

大人 12回 5,000 

高校生 12回 2,000 

小中学生 12回 1,000 

個人利用 

（年間券） 

大人 年間 15,000 

高校生 年間 6,000 

小中学生 年間 3,000 

小川町体

育館 

競技場全面

貸切り利用 

非営利目

的の場合 

体育競技を目的と

する場合 

市内 １時間 1,140 

市外 １時間 1,710 

体育競技以外を目

的とする場合 

市内 １時間 2,280 

市外 １時間 2,850 

営利目的の場合 １時間 3,990 

競技場半面

貸切り利用 

非営利目

的の場合 

体育競技を目的と

する場合 

市内 １時間 570 

市外 １時間 850 

体育競技以外を目

的とする場合 

市内 １時間 1,140 

市外 １時間 1,420 

営利目的の場合 １時間 1,990 

個人利用 

（１回券） 

大人 １回 100 

高校生 １回 50 

小中学生 １回 20 

個人利用 

（回数券） 

大人 12回 1,000 

高校生 12回 500 

小中学生 12回 200 

多目的ホー

ル１区画貸

非営利目

的の場合 

体育競技を目的と

する場合 

市内 １時間 210 

市外 １時間 310 
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切り利用 体育競技以外を目

的とする場合 

市内 １時間 420 

市外 １時間 520 

営利目的の場合 １時間 730 

南相馬市

サッカー

場 

全面貸切り

利用 

非営利目

的の場合 

体育競技を目的と

する場合 

市内 １時間 1,050 

市外 １時間 1,570 

体育競技以外を目

的とする場合 

市内 １時間 2,100 

市外 １時間 2,620 

営利目的の場合 １時間 3,670 

北新田運

動場（第

１ 運 動

場） 

全面貸切り

利用 

非営利目

的の場合 

体育競技を目的と

する場合 

市内 １時間 630 

市外 １時間 940 

体育競技以外を目

的とする場合 

市内 １時間 1,260 

市外 １時間 1,570 

営利目的の場合 １時間 2,200 

半面貸切り

利用 

非営利目

的の場合 

体育競技を目的と

する場合 

市内 １時間 310 

市外 １時間 460 

体育競技以外を目

的とする場合 

市内 １時間 620 

市外 １時間 770 

営利目的の場合 １時間 1,080 

北新田運

動場（第

２ 運 動

場） 

全面貸切り

利用 

非営利目

的の場合 

体育競技を目的と

する場合 

市内 １時間 420 

市外 １時間 630 

体育競技以外を目

的とする場合 

市内 １時間 840 

市外 １時間 1,050 

営利目的の場合 １時間 1,470 

半面貸切り

利用 

非営利目

的の場合 

体育競技を目的と

する場合 

市内 １時間 210 

市外 １時間 310 

体育競技以外を目

的とする場合 

市内 １時間 420 

市外 １時間 520 

営利目的の場合 １時間 730 

個人利用 大人 １回 100 
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（１回券） 高校生 １回 50 

小中学生 １回 20 

個人利用 

（回数券） 

大人 12回 1,000 

高校生 12回 500 

小中学生 12回 200 

個人利用 

（年間利用

券） 

大人 年間 3,000 

高校生 年間 1,500 

小中学生 年間 600 

北新田野

球場 

全面貸切り

利用 

非営利目

的の場合 

体育競技を目的と

する場合 

市内 １時間 520 

市外 １時間 780 

体育競技以外を目

的とする場合 

市内 １時間 1,040 

市外 １時間 1,300 

営利目的の場合 １時間 1,820 

南相馬市

相撲場 

全面貸切り

利用 

非営利目的の場合 市内 １時間 710 

市外 １時間 1,060 

営利目的の場合 １時間 2,480 

個人利用 

（１回券） 

大人 １回 110 

高校生 １回 60 

小中学生 １回 30 

個人利用 

（回数券） 

大人 12回 1,100 

高校生 12回 600 

小中学生 12回 300 

個人利用 

（年間利用

券） 

大人 年間 3,300 

高校生 年間 1,800 

小中学生 年間 900 

栄町柔剣

道場 

講和室全面

貸切り利用 

非営利目的の場合 市内 １時間 1,050 

市外 １時間 1,570 

営利目的の場合 １時間 3,670 

講和室半面 非営利目的の場合 市内 １時間 520 
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貸切り利用 市外 １時間 780 

営利目的の場合 １時間 1,820 

柔剣道場全

面貸切り利

用 

非営利目的の場合 市内 １時間 1,050 

市外 １時間 1,570 

営利目的の場合 １時間 3,670 

柔剣道場半

面貸切り利

用 

非営利目的の場合 市内 １時間 520 

市外 １時間 780 

営利目的の場合 １時間 1,820 

個人利用 

（１回券） 

大人 １回 100 

高校生 １回 50 

小中学生 １回 20 

個人利用 

（回数券） 

大人 12回 1,000 

高校生 12回 500 

小中学生 12回 200 

個人利用 

（年間利用

券） 

大人 年間 3,000 

高校生 年間 1,500 

小中学生 年間 600 

備考 

１ 「市内」とは、利用する者が南相馬市に住所又は勤務先若しくは通学先を有する場

合をいい、「市外」とは、その他の場合をいう（以下同じ。）。 

２ 小高体育センター、鹿島体育館、千倉体育館、前川原体育館及び小川町体育館の個

人利用１回における利用時間の区分は、それぞれ次のとおりとする。 

(１) 午前９時から正午まで 

(２) 正午から午後３時まで 

(３) 午後３時から午後５時まで 

(４) 午後５時から午後７時まで 

(５) 午後７時から午後９時まで 

３ 小高片草運動場（テニスコート）、千倉テニスコート及び南相馬市テニスコートの

個人利用１回における利用時間の区分は、それぞれ次のとおりとする。 
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(１) 午前９時から午前11時まで 

(２) 午前11時から午後１時まで 

(３) 午後１時から午後３時まで 

(４) 午後３時から午後５時まで 

(５) 午後５時から午後７時まで 

(６) 午後７時から午後９時まで 

４ 雲雀ケ原陸上競技場、夜の森公園テニスコート及び北新田運動場（第２運動場）の

個人利用１回における利用時間の区分は、それぞれ次のとおりとする。 

(１) 午前９時から正午まで 

(２) 正午から午後５時まで 

５ 南相馬市弓道場、南相馬市相撲場及び栄町柔剣道場の個人利用１回における利用時

間の区分は、それぞれ次のとおりとする。 

(１) 午前９時から正午まで 

(２) 正午から午後５時まで 

(３) 午後５時から午後９時まで 

６ 南相馬市民プール及び南相馬屋内市民プールの個人利用１回における利用時間の区

分は、次のとおりとする。 

(１) 午前９時30分から午前11時30分まで 

(２) 午後０時30分から午後２時30分まで 

(３) 午後３時から午後５時まで 

(４) 午後６時から午後８時まで 

７ 南相馬市民プール及び南相馬屋内市民プールの一部貸切り利用は、プール半面貸切

りとする。 

８ 貸切り利用する者が入場者から入場料を徴収する場合の利用料金は、この表の10割

増しとする。 

 

２ 附帯設備利用料金 

設備 区分 単位 利用料金 

（単位：円） 

みちのく鹿島球場ス非営利目体育競技を目的と市内 １時間 100 
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コアボード、南相馬

市野球場スコアボー

ド 

的の場合 する場合 市外 １時間 150 

体育競技以外を目

的とする場合 

市内 １時間 200 

市外 １時間 250 

営利目的の場合 １時間 350 

みちのく鹿島球場本

部席 

非営利目

的の場合 

体育競技を目的と

する場合 

市内 １時間 100 

市外 １時間 150 

体育競技以外を目

的とする場合 

市内 １時間 200 

市外 １時間 250 

営利目的の場合 １時間 350 

みちのく鹿島球場放

送設備、南相馬市野

球場放送設備 

非営利目

的の場合 

体育競技を目的と

する場合 

市内 １時間 100 

市外 １時間 150 

体育競技以外を目

的とする場合 

市内 １時間 200 

市外 １時間 250 

営利目的の場合 １時間 350 

南相馬市民プール更

衣ロッカー 

 １回 20 

温水シャワー  １回 100 

備考 

１ 暖房を利用する場合は、燃料費の実費相当額を徴する。 

２ 貸切り利用する者が入場者から入場料を徴収する場合の利用料金は、この表の10割

増しとする。 

 

３ 電気設備利用料金 

設備 区分 単位 利用料金 

（単位：円） 

小高東部運動場 １面 １時間 2,100 

小高片草運動場（テニスコート） １面 １時間 200 

千倉グラウンド １面 30分 1,050 

千倉テニスコート １面 １時間 200 
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南相馬市野球場 全灯 １時間 6,940 

半灯 １時間 3,470 

南相馬市テニスコート １面 １時間 200 

 


